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ガバニングボード（第１２７回） 議事要旨 

１．日 時 令和６年１２月５日（木）１０：４３ ～ １１：４７ 

２．場 所 中央合同庁舎８号館 ６階 ６２３会議室 

３．出席者 

総合科学技術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）議員 

   篠原議員（座長）、上山議員、梶原議員、佐藤議員、波多野議員、光石議員 

内閣府 

濱野事務局長、柿田統括官、徳増審議官、川上審議官、藤吉審議官、彦谷審議官、 

原審議官、岩渕参事官、梅原参事官 

経済産業省 

大野経済産業大臣科学技術顧問 

外務省 

 松本外務大臣科学技術顧問 

説明者 

宮野東京科学大学Ｍ＆Ａデータ科学センター長、 

小池医薬基盤健康栄養研究所戦略企画部長、 

浜本国立がん研究センター医療ＡＩ研究開発分野長、 

寺島（株）クボタ研究開発総括部顧問、 

堀農研機構農村工学研究部門農地基盤情報研究領域長、 

福田国土交通省国土技術政策総合研究所長、 

近藤環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室長、 

福山環境再生保全機構理事 

４．議 題 

(１)ＢＲＩＤＧＥ（研究開発型）令和５年度終了施策成果報告（意見交換）（※公開） 

(２)ＢＲＩＤＧＥ（研究開発型）令和５年度終了施策 最終評価とりまとめ（意見交換／決定） 

（※非公開） 

５．配布資料 

 資料１ 「AI ホスピタルを実装化するための医療 AI プラットフォームの構築に必要な技術に

関する研究開発」（厚生労働省） 

資料２ 「医療デジタルツインの発展に資するデジタル医療データバンク構想」（厚生労働省） 

資料３ 「生産性と環境負荷低減を両立するデータ駆動型土壌管理技術の開発」（農林水産省） 
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資料４ 「農業インフラに関する業務プロセス転換のためのデータ変換・統合の自動化技術と     

デジタルプラットフォームの開発」（農林水産省） 

資料５ 「建設材料・機械・監理プロセスでのCO2排出削減効果の定量化等による建設分野の 

GXの推進」（国土交通省） 

資料６ 「SIP3期の成果のASEAN地域等へ早期の展開を念頭においたイノベーション・エコシ 

ステム形成事業」（環境省）課題概要等報告（SIPサーキュラーエコノミー） 

資料７ 令和５年度終了施策BRIDGE最終評価（案）について 

 

６．非公開理由（議題（２）） 

議題（２）は非公開情報を用いた議論を含むため、非公開とした。 

 

７．議 事 

（１） ＢＲＩＤＧＥ（研究開発型）のうち令和５年度に終了した施策（６施策）について、各省

ＰＤ等より実施内容及び成果の社会実装計画等について報告があり、意見交換を実施した。 

（２） ＢＲＩＤＧＥ（研究開発型）のうち令和５年度に終了した施策（６施策）について、ＢＲ

ＩＤＧＥ評価委員会で策定した、最終評価（案）に関して意見交換を行い、決定した。 

 

８．議事概要（公開である議題（１）のみ） 

○篠原議員 それでは、ただいまから第１２７回のガバニングボードを開催いたします。 

 本日は議事次第のとおり公開議題と非公開議題の両方がございます。公開議題の資料並びに非公

開議題で決定した最終評価結果はガバニングボード終了後、内閣府のホームページに公開いたしま

すので御承知おきください。 

 円滑な議事運営に御協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず初めに、公開議題の１番、ＢＲＩＤＧＥ（研究開発型）令和５年度終了施策成果

報告についてでございます。資料１から順に、各省ＰＤの方から、１施策８分以内で御説明お願い

できますか。その後に各５分程度質疑応答の時間となります。 

 それでは、まず、資料１のＡＩホスピタルを実装化するための医療ＡＩプラットフォームに必要

な技術に関する研究開発について、御説明をお願いいたします。 

○宮野センター長 今年の１０月に東京工業大学と東京医科歯科大学が合併してできました東京科

学大学におります宮野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 通し番号３番の資料１を御覧ください。概要でございます。非接触型の診療・治療に対するニー

ズの高まり、これはコロナで大変高まったわけですが、２０２４年度から医師の時間外労働の上限

規制が適用されることなどから、ＳＩＰ第２期の成果であるＡＩホスピタルの実装化というものが

喫緊の課題となっておりました。 

 この研究開発は、ＡＩホスピタル、中身は医療・ＡＩ診断・治療、補助システムというように書

いておりますが、もっと広いものだと私は思っておりますが、その構築、普及のために、使いやす
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く信頼性の高い医療ＡＩサービス提供システムを構築することを目的としております。 

 このＢＲＩＤＧＥの成果は、医療ＡＩプラットフォームに医療ＡＩサービスを搭載し、医療機関

において利用されるための技術的課題の解決、プラットフォームのガバナンス機能、サービスの利

用・開発・提供事業、これを整備したことでございます。 

 そのために、三つのテーマを設定しました。一応ＫＰＩはいずれもクリアしたというように認識

しております。 

 三つございまして、一つはテーマ１、制度面・ＩＴシステム面双方の整備です。 

 ２番目は、テーマ３にしておりますが、検証事業として、知財に関するグローバルベンチマーク

調査を行い、ビジネス戦略としての検討も行い、本格的な社会実装、研究成果の普及フェーズに向

けた体制を整備できたと考えております。 

 検証事業としては、知財に関する調査やプラットフォーム、サービス事業の検討を実施いたしま

す。 

 社会実装に向けてのニーズ等について調査をし、四つの病院、国立成育医療研究センターでの小

児・周産期医療現場の具体的な疾病、また病院単位でのＡＩ利用に関しての実証などを行いました。

具体的な内容については後のスライドで御説明いたします。 

 最後、今後の社会実装ですが、更なる技術課題への対応、一定程度整備した規程類へのフィード

バック、これを行うと共に、社会の実装の要とも言える日本医師会ＡＩホスピタル推進センター、

これはＡＩホスピタルの中で日本医師会が設置したものでございます。そして、プラットフォーム

として技組から会社化された組織において、データの管理、特許等の知財戦略、ビジネス戦略の構

築の上運営される仕組みを作り、サービス提供会社等の設立を掘り起こし、それを目指しておりま

す。２０２９年に全国展開を目指しているというように考えております。 

 次の資料、通し番号４を御覧ください。上の方に書いておりますのが、２０２２年の骨太方針の

ＤＸ推進を図るため、ＡＩホスピタルの推進及び実装に向け取り組むことに本研究課題は位置づけ

られてございます。 

 ＡＩプラットフォームの構築は、下の図にありますように、医療ＡＩプラットフォーム技術研究

組合と長いんですが、英語も長く、Healthcare AI Platform Collaborative Innovation 

Partnership、略してＨＡＩＰと言います。ＨＡＩＰとＳＩＰの成果である日本医師会ＡＩホスピ

タル推進センターのコラボで進めています。この戦略が成功したと考えております。ＨＡＩＰは現

在、会社化のステージにございます。 

 次のスライドを御覧ください。通し番号５番でございます。個々の成果について、テーマ１から

３についてですが、テーマ１の制度面・ＩＴシステム両面の整備は、ＡＩプラットフォーム技術組

合ＨＡＩＰが担当しました。各省ＰＤ、アドバイザーは技術開発に関して開発・成果・評価・実装

を一気通貫に行うことを目標にして、三つの基盤である、ＡＩ基盤、ラボ基盤、サービス基盤をほ

ぼ計画どおりに行ったと考えております。 

 一方、ＳＩＰ型のマネジメントと共に共通にＨＡＩＰから事業会社へもってきて、特にビジネス

モデルの課題が指摘されております。有識者等についても技術開発については高く評価しているも
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のの、事業化へ向けた課題について積極的にコミットすべきだということを述べております。 

 テーマ２、これは日本医師会ＡＩホスピタル推進センター、これはＪＭＡＣ－ＡＩと略しており

ますが、そちらが担当しております。社会実装に向け、医療ＡＩサービスの関連の試行運用の実施

と技術的な検証、医療ＡＩサービス利用者のニーズ調査とフィードバックなどを行いました。 

 マネジメントに関しては、大病院だけでなく、日本の医療を支える医師という多様で個別的な集

団である日本医師会を組み込んだことの重要性が評価されてございます。テーマ１のプラットフォ

ームとの十分な協議の必要性がここでも指摘されてございます。各省ＰＤ、アドバイザーも同様な

評価をしております。 

 テーマ３、これは四つの病院が担当しました。先ほどの成育医療研究センターで実績が積み上が

っております。こども病院に行かなくても済む医療の一端、これを成育の先生は理想とされている

んだそうですが、一端も見えてきました。 

 慶應病院では、大きな病院が建ったということもあって、病院の中を動き回るロボットやそうい

ったものが見えて社会的にアトラクトしたものでしたが、非常に具体的なことを地道に実装して、

ＡＩを含むＩＴの病院における導入の費用対効果についての知見とそのためのデータも得られてお

ります。 

 阪大病院は、診療情報の利活用という観点でその一つのモデルを構築したと考えております。ま

た、院内利用ＡＩシーズの社会実装、これはＳＢＩＲへの橋渡しとなったと考えております。 

 最後に、地域医療を担っている横須賀共済病院、これは１年間に１４，０００台の救急車を受け

入れている病院でございますが、病院以外の業種では当たり前のＡＩ技術、それを実際に病院に実

装して、病院経営の黒字化を念頭に置いてその効果を具体的な数値として実証したこと、これが非

常にインパクトがあったと考えております。 

 有識者並びに各省ＰＤ、アドバイザーからのコメントも非常に建設的でございました。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

○篠原議員 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただいた内容について、皆様から御質問や御意見ございますでしょ

うか。いかがでしょうか。梶原議員、お願いします。 

○梶原議員 ありがとうございます。 

 ＳＩＰ２期の成果を社会実装化に向けて加速されるということで、ＢＲＩＤＧＥ制度の目的が達

成できているように伺いました。 

 これから２０２９年には全国展開できるようにという面の広がりと書いてありますが、いろいろ

課題はあるかと思います。今の状態で四つの大学の実証がされたということについて、例えばこれ

らの機関ではこれから先も実証にとどまらずにずっと使い続けるようになっているのでしょうかと

いう質問をさせていただきます。常に使われる方がいいと思ったので。 

○宮野センター長 大変有り難い御指摘をありがとうございます。事前に各病院長に伺ってまいり

ましたが、ＢＲＩＤＧＥやその前のＡＩホスピタルの支援があるので病院に実装し、それが病院の

経営に、患者さんももちろん、医師も含めてですが、それに有用であるということが見えてきた。
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しかし、ここでゼロになっちゃうと自分たちでちゃんとやっていけるんだろうかという不安がある。

これは病院長共通の認識だというように伝わってきました。 

 なので、今この活動期間で、もう飛んでいけというようにいくのは、これ私個人の感想でござい

ますが、もう少し何か別の方法でぐっと押していかなければならないのではないかというように思

います。これは国、民間を問わずというように考えております。 

○篠原議員 ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続いて、資料２の医療デジタルツインの発展に資するデジタル医療データバンク構想

について、御担当の方から御説明をお願いいたします。 

○浜本分野長 それでは、国立がん研究センター浜本より、医療デジタルツインの発展に資する医

療データバンク構想に関して説明させていただきます。 

 通し番号００６を御覧ください。まず、本事業の背景・課題と本施策の目的なんですが、これま

で我が国においては複数のバイオバンクというものが創設されておりますが、血清・手術検体など

生物学的材料が中心でありまして、同一患者さんの診療情報・ゲノム情報・医用画像情報・薬剤情

報などがひもづいたデジタルデータというバンクは現在存在しておりません。 

 そこで、本施策においては、デジタル医療データバンクの構築及びそのデータを二次利用いたし

まして、ＡＩ駆動型次世代診療ワークフローの実現に向けた取組を行ってまいりました。 

 ＢＲＩＤＧＥ終了時の成果に関してですが、本邦初のデジタル医療データバンクを構築しまして、

パートナー企業から出資を募り、事業化を推進すると共に、永井先生が推進されておりますＳＩＰ

第３期課題と密に連携しまして、ＨＬ７ＦＨＩＲ準拠システムを導入し、次世代診療ワークフロー

の実現及び若手医療ＤＸ人材の育成を目指してまいりました。 

 成果なんですが、後ほど詳しく御説明いたしますが、全てのＫＰＩはクリアしております。御紹

介します電子カルテの既存データを自動入力可能な統合データベースの構築、がん研有明病院とデ

ータ共有、世界最大規模の肺がんデータベースを用いて新規治療標的ＨＥＲ２を同定いたしまして、

内視鏡診断支援ＡＩと超音波診断支援ＡＩのＰＯＣを取得し、若手研究者が参加する研究会を定期

的に開催いたしました。 

 また、体調病変の鑑別及び胎児心臓超音波診断支援のＡＩシステムを開発し、ＰＯＣを取得し、

ＰＭＤＡに薬事申請を行っております。 

 今後の社会実装・普及に向け必要な措置等ですが、厚生労働省を中心に各省庁で対象施策の成果

を反映いたしまして、デジタル医療データバンクを拡充し、企業から出資を募り事業化を推進する

システムを構築いたします。製薬企業や医療機器メーカーと共同出資を進めまして、薬事承認を取

得し、国立がん研究センターのＳＩＰ第３期と密に連携して管理する予定です。ＡＩ駆動型の次世

代診療ワークフローの実現を目指しまして、医療機器メーカーとＡＩ－ＳａＭＤ開発を継続し、製

品化と保険収載を目指して売上高を成長させます。 

 続きまして、通し番号００７を御覧ください。ここでは関係施策等を踏まえた俯瞰図を示してお

ります。重要な点は先ほど出ましたように、本ＢＲＩＤＧＥ事業は自治医大学長であられます永井
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良三先生が推進されるＳＩＰ第３期、統合型ヘルスケアシステムの構築と非常に密に連携しており

まして、当ＳＩＰの連携におけるＢＲＩＤＧＥの重要性ですが、実施主体は国立がん研究センター

であります。国立がん研究センターは先日ニューズウィークが発表した世界の病院ランキングで、

主要部門において世界順位国内第１位でありまして、その中でも腫瘍に関しては世界のトップ１０

に入る組織でありまして、例えば医療画像は４億枚という世界有数の規模を誇っております。これ

は非常に重要な医療資源でありまして、これが今後国力につながるようにしていくのは我々の義務

ではないかというように考えております。 

 また、今回のＢＲＩＤＧＥのメンバーは医療ＡＩの実装、世界に先駆けて薬事申請をして様々な

形で社会実装しておりますので、この点に関しての技術的な優位性というものが存分に発揮された

と考えております。 

 最後に、通し番号００８、ここで具体的なＫＰＩに関して御説明いたします。 

 まず、テーマ１とあります、デジタル医療データバンクの構築なんですが、電子カルテの既存デ

ータですね、医用文書作成システムするテンプレート機能を利用しまして、電子カルテ上の既存デ

ータから構造化データを自動入力できる統合データシステムを構築いたしました。本統合データベ

ースはオミックスデータも診療情報と一緒に格納しておりまして、Ｔｉｅｒ－２ネットワーク階層

を整備することで、要配慮個人情報を含むデータもＡＩ解析可能な環境を整備しております。ここ

も非常に重要なんですが、がん研有明病院、国立がん研究センターと、非常に大きな病院なんです

が、がん研有明病院とパスデータ及びテンプレートの共有を行いまして、がん専門医療機関におい

て求められるデータセットの構築に取り組んでおります。 

 これらの成果に基づきまして、令和５年度の目標、進捗１００％というように判断しておりまし

て、外部有識者からも同様の評価を頂いております。 

 ２番目といたしまして、データ医療データバンクに蓄積しております世界最大規模の肺がん統合

データベースを二次利用いたしまして、ｐａｎ－ｎｅｇａｔｉｖｅ肺がん承認に対する新規治療標

的を同定すると共に、臨床応用に向けたＰＯＣを取得したことで、令和５年度の目標を達成してお

ります。 

 また、デジタル医療データバンクに蓄積しております内視鏡画像及び超音波画像を二次利用いた

しまして、内視鏡画像診断支援ＡＩ及び超音波診断支援ＡＩの解析を行いまして、臨床応用に向け

たＰＯＣをそれぞれ取得しております。 

 これらの成果に基づきまして、令和５年度の目標は達成しておりまして、進捗率１００％と判断

しており、外部有識者からも同様の評価を頂いております。 

 ３番目に、これは教育の面なんですが、令和５年度は国立がん研究センター中央病院がん専門修

練医２名と大学院７名、東大の医学系研究科、京大の医学研究科、昭和大学医学研究科、及び理研

の革新知能統合研究センターの博士研究員１名、計９名の若手研究者が本事業に参加して、毎週火

曜日午前中には若手研究者が参加する勉強会を開催しております。 

 以上のことから、令和５年度の目標は達成されたと判断しておりまして、外部有識者からも同様

の評価を頂いております。 
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 続いて、テーマ２のＡＩ駆動型次世代診療ワークフローの実現に向けた取組なんですが、１番と

して、大腸病変の鑑別ですね、腫瘍／非腫瘍に対するＡＩ技術を活用した内視鏡診断サポートシス

テムの開発に関しましては、構築したＡＩシステム及び内視鏡医の比較試験を行ったところ、白色

光画像及び画像強調内視鏡画像と共にＡＩシステムの正診率は内視鏡専門医と同程度でありまして、

ＰＯＣを取得しております。 

 また、ＡＩ技術を活用した胎児心臓超音波診断支援システムの開発に取り組みまして、超音波ス

クリーニング動画における胎児心臓の解剖学的構造を検知し、その各部位の検出結果を提示するこ

とで、セカンドリーダーとしての検査者の正常異常判定について支援する手法というものを構築い

たしましてＰＯＣを取得しております。 

 これらの成果に基づき、令和５年度の目標は達成し、進捗率１００％と判断しておりまして、外

部有識者からも同様の評価を頂いております。 

 ２番目、大腸病変の鑑別に対する人工知能技術を活用した内視鏡診断サポートシステムに関する

性能評価試験の実施なんですが、ＰＭＤＡに薬事申請を行っております。また、超音波診断支援Ａ

Ｉに関しては、人工知能を活用した胎児心臓超音波スクリーニング支援システムに関する性能評価

試験を実施いたしまして、ＰＭＤＡに薬事承認を行っております。 

 これらの成果に基づきまして、令和５年度の目標は達成したと判断しております。外部有識者か

らも同様の評価を頂いております。 

 私の方からの報告は以上となります。 

○篠原議員 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただいた内容につきまして、皆様から御質問や御意見、いかがでし

ょうか。波多野先生、お願いします。 

○波多野議員 ありがとうございました。成果が見られていて非常に感心しています。 

 一つ、御説明にありましたＳＩＰ第３期のＡＩとの関係、もう少し具体的に教えていただいても

よろしいでしょうか。 

○浜本分野長 ＳＩＰ第３期ですが、基本的に永井良三先生とはこれまで長く共同でやっています。

我々は悪性腫瘍の方を担当しておりまして、がん研有明病院さんがＳＩＰ第３期のＢ１を担当して

おり、そのＢ１とこのＢＲＩＤＧＥというのは常に連携していて、統合データベースで、日本にお

いてこのがん診療、がんセンターが診療の拠点なんですが、がん研さんも非常に歴史がありまして、

二大巨頭、国立がん研究センターとがん研さんがリンクすることにより、ここで世界的に有数な悪

性腫瘍のデータベースができているという点で、これは日本における医療資源の価値というのは非

常に高いと考えております。 

○波多野議員 ありがとうございます。そのＡＩの仕組みによっていろいろな病院がつながってい

く、がんに関してもつながっていくという非常に大きいことだと認識しました。 

○浜本分野長 ありがとうございます。 

○篠原議員 ちょっと確認ですが、今おっしゃったことは、ＳＩＰ第３期の方は腫瘍についてはが

ん研有明さんがメインでやっていらしたと。こちらのＢＲＩＤＧＥの方で国立がん研究センターで
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やって、それが連携することによってそれぞれが持っているデータが別々じゃなくて大きな形で使

えるようになりますという事ですか。 

○浜本分野長 おっしゃるとおりです。 

○波多野議員 すごい期待が大きいです。ありがとうございます。 

○浜本分野長 ありがとうございます。 

○篠原議員 ほかいかがでしょうか。よろしいでしすか。 

 では、どうも浜本さん、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、資料３の生産性と環境負荷低減を両立するデータ駆動型土壌管理技術の

開発について、御説明をお願いいたします。 

○寺島顧問 寺島でございます。聞こえておりますでしょうか。 

○篠原議員 はい、大丈夫です。 

○寺島顧問 それでは、データ駆動型土壌管理技術につきまして、御説明をさせていただきます。 

 資料３、通し番号００９を御覧いただきたいと思います。本課題は、ＢＲＩＤＧＥの重点課題で

ございますＳＩＰ成果の社会実装に向けた取組として実施したものでございます。令和５年度の予

算は１億５，０００万円でございました。 

 まず、本課題の背景と目的でございますが、農業におけます化学肥料に係る問題、すなわち肥料

価格の高騰でございますとか、施用に伴います環境負荷の深刻化に対応するために、土壌センシン

グ技術とそれから施肥量削減のためのデータ駆動型土壌管理システムの構築を目指しまして実施を

してまいりました。その結果、終了時の成果といたしまして、新たなセンサー開発ですとか、土壌

管理システムの生産者圃場での実証などを実施しまして、それぞれ社会実装に向けた取組も進捗を

してございます。 

 ＫＰＩにつきましては、農水省のみどりの食料システム戦略の２０５０年度の目標でございます

施肥量削減、それの半分に当たります肥料施用量１５％削減を現場実証できました。 

 以下、詳細を次の資料で御説明いたします。通し番号０１０をお願いいたします。本課題の位置

づけでございます。左端の背景でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますが、その下

に書いてございますが、特に環境問題におきましては農水省がみどりの食料システム戦略を公表し

ておりまして、生産性向上との両立を図りながら、２０５０年目標といたしまして、化学肥料３割

低減を掲げているところでございます。 

 しかし、その実現上のボトルネックとしまして、真ん中でございますが、次の２点が残されてご

ざいます。収量を維持しながら施肥量を減らすには、土壌養分の圃場内位置別の過不足を把握いた

しまして、無駄な施肥を省くことが必要でございますが、そのセンシング手法が未開発でございま

す。 

 それから、可変施肥技術、これはＳＩＰで開発されておるわけですが、追肥体系が中心でござい

まして、施肥量の多い露地野菜の基肥につきまして、土壌データにひもづけて可変施肥する手法は

未確立でございます。 

 そこで、ＢＲＩＤＧＥでは一つ目のボトルネックに対応いたしまして、テーマ１として、土壌ビ
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ッグデータ収集のためのセンシング技術の開発、二つ目につきましては、テーマ２の化学肥料削減

に向けましたデータ駆動型土壌管理システムの開発・実証を進め、解決を図ってまいりました。 

 実証試験の対象作物といたしましては、代表的な露地野菜で施肥量が多く、その制御が必要なキ

ャベツを選んでおります。 

 次の０１１をお願いいたします。左の実施成果でございます。まず、テーマ１につきましては、

硝酸イオンセンサーなどの実用化、改良、開発、それから土壌ビッグデータの収集などを目標とい

たしました。 

 これに対する実績でございますが、１ポツ目、半導体式硝酸イオンセンサーにつきましては、図

１のようなセンサーモジュールを試作いたしまして、実験室内での原理検証を完了してございます。 

 二つ目のリアルタイム砕土率センサーと水分センサーにつきましては、図２のように農機搭載を

可能といたしまして、耕うん作業と同時に砕土率、土壌水分データを取得しまして、マップ作成が

できるようなシステムに改良してございます。砕土率の場合は誤差は１０％と目標の１５％を上回

る精度を得てございます。 

 ３ポツ目でございますが、砕土率センサーにつきましては、全国６か所の生産者圃場で約１万５，

０００メッシュのデータを収集してございます。 

 ４ポツ目でございますが、さらにテーマ２に向けましてドローン空撮による緑肥生育量と、それ

から改良した電気化学式硝酸イオンセンサーのデータから、圃場内の各位置の土壌窒素量を推定し、

マップ化する技術を開発してございます。 

 下のテーマ２でございますが、収量生育予測のモデルの窒素減肥向けの改良と、それからテーマ

１で開発しました土壌窒素量マップ化技術、これを活用しましたデータ駆動型土壌管理システムの

開発、それからこれを用いまして化学肥料施用量削減効果の現地実証を目標としてございます。 

 実績でございますが、キャベツの収量予測モデルの入力項目に窒素施肥量を加えまして、施肥削

減に対応できるように改良いたしました。これにテーマ１で得られました土壌窒素量マップを組み

合わせまして、図３のような可変基肥マップ作成技術を構築し、茨城県のキャベツ生産者圃場で効

果検証を行いました。 

 その結果、図４にお示ししているように、化学肥料１５％削減いたしましても、一律施肥と収量

差がないことを確認しました。これは、２０５０年目標の３０％削減の半量の肥料削減を実証した

ということになります。 

 以上、両テーマともほぼ目標を達成していると思っております。 

 出口戦略でございますが、テーマ１の定置式土壌水分センサーは、株式会社Ａ社が令和６年度目

途で試験販売を検討中でございます。 

 それから、砕土率センサーにつきましては、農水省クラスター事業などでメーカーと連携をいた

しまして、令和７年度を目途に製品化を進めているところでございます。 

 硝酸イオンセンサーにつきましては、農水省の戦略的スマート農業技術の開発・改良で実証試験

を３年間行いまして、実用化を図ります。 

 テーマ２の成果のうち、土壌ＡＩメンテナンスシステムにつきましては、株式会社Ｂ社が十勝に
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おけるコンサルタント事業で、令和６年度を目途に利用開始する予定でございます。 

 施肥削減の土壌管理システムは、Ｃ協会、Ｄ社等と連携いたしまして、令和７年度実用化を目途

に農水省事業で実証を展開いたします。あわせて、畝立て同時施肥機の可変施肥対応機の開発も令

和８年度を目途で進めてございます。 

 なお、本課題はキャベツを対象としてございますが、別プロジェクトでアブラナ科野菜ですとか

レタス、小麦への展開を図っているところでございます。 

 こうした取組を通じまして、本課題の最終目標は、みどり戦略のＫＰＩ、化学肥料施用量３割減

の前倒しといたしまして、成果の展開と普及を継続してまいります。 

 御説明は以上でございます。 

○篠原議員 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対しまして御質問やら御意見ございましたらよろしくお願いいたし

ます。では、光石先生。 

○光石議員 説明ありがとうございます。 

 目標に対して今５０％達成ということなんですが、いろいろな技術開発は最初は大きく進んでも、

なかなか最後の方は難しいんじゃないかと思いますが。今後の見通しというのはいかがでしょうか。 

○寺島顧問 御質問ありがとうございます。 

 ３割削減というのは２０５０年の目標でございまして、それで農水省ではその技術的な要件とい

たしまして、土壌の評価手法の開発、これを２０３０年、それから２０４０年にデータを利用いた

しましたスマート肥料施肥システムの開発というものを掲げてございます。私どもの仕事はこれに

対応するもので、ややそれを前倒しぎみに進行させているものというように考えてございます。 

 現在御指摘のように、３割削減のうちの１５％削減ということで、では残り１５％をどういうふ

うに図るかということでございますが、一つは、今ムーンショットにおきまして土壌微生物の組合

せによります土壌窒素等の有効利用という研究が進められてございます。 

 それからもう一つは、品種改良でございまして、ＢＮＩ強化小麦というものでございますが、硝

酸態窒素の土壌中での生成というものを抑えるような品種というものが今開発が進められてきてご

ざいます。まだこれは小麦ですので、ほかの作物にどうやって広げていくかという課題がございま

すが、こうした技術を組み合わせることによりまして、３割削減を目指していきたいというように

考えてございます。 

○光石議員 ありがとうございます。 

○篠原議員 佐藤議員、お願いします。 

○佐藤議員 御説明ありがとうございます。 

 この化学肥料の削減というのは広い意味で食料安全保障の重要な技術だと思いますし、国民の健

康にも直結するということだと思います。成果も実際に上げておられるし、社会実装化も進んでい

ますが、他国との比較においてこの化学肥料の削減というところ、あるいはセンシングの方も含め

て、今やっている開発状況が他国、特に農業先進国、オランダ等ありますが、カナダ、アメリカ、

我々のこの今進めている技術が他国の技術と比べてどの立ち位置にいるのかというのをもしお分か
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りになるのであれば教えていただきたいと思います。 

 この技術が知財とか国際標準化みたいなことにつながっていくシーズにもなり得るのかなという

気がしたものですから、立ち位置が分かっていたら教えていただきたい。 

○寺島顧問 御質問ありがとうございます。 

 土壌の情報化というのが非常に他国におきましても近年重視をされてございます。一昨年行われ

ましたベルリンの農水大臣会合におきましても、土壌の情報化の重要性が指摘されているところで

ございます。 

 そういうことを受けまして、今この分野各国で非常にしのぎを削っておるといいますか、開発に

取り組まれているところでございます。 

 私どもの技術の内容二つございまして、一つは、衛星とか空撮画像によります、言わば上から土

壌の状況というものを把握するというリモートセンシング等の利用でございます。この部分に関し

ては海外でも非常に進んでございまして、言わば競合状態にあるというような状況かというように

思います。 

 一方、本研究で取り組みました車載型、要するにトラクターとか農機に載っけて土壌のセンシン

グを行う、こちらの手法については我が国がやや先んじているかと思います。特にこれまでの既存

の研究で有名なのは、東京農工大の澁澤先生の近赤を使った分析手法でございますが、海外でも注

目をされてございます。私どもが開発を進めておりますこうした車載型と、それから衛星画像、こ

れを組み合わせてやっていくというところに私どもの新規性といいますか、有利性があるのではな

いかというように考えてございます。 

○佐藤議員 ありがとうございます。 

 特に今の段階で標準化とかそういうアクションを起こしているというわけではないという理解で

いいですね。 

○寺島顧問 このプロジェクトの中では起こしてはございませんですが、農水全体としてはやはり

土壌のいろいろな評価基準というものに関しては今後やはり基準化を進め、できれば世界標準の中

で取り込んでいただけるような方向で進めなければならないと考えてございます。 

○佐藤議員 ありがとうございます。 

○篠原議員 では、波多野先生、お願いします。 

○波多野議員 御説明ありがとうございます。土壌は重要だということを認識しているんですが。 

 さらに、先端の半導体技術とか量子技術とかＡＩ技術と当ＣＳＴＩが取り組んでいる重要課題と

いうところと連携したり、あとは大学も農工大さんとは進めていらっしゃると思いますが、ほかの

大学やほかの分野の方々との連携というのは今後もっと進めるべきかどうかとか、その辺の御意見

を伺えればと思います。 

○寺島顧問 御質問ありがとうございます。 

 本課題には京都大学、それから産総研、理研に参画を頂きまして御協力を頂戴してございます。

特にお話に出ました半導体の硝酸イオンセンサー、これはかなり画期的な技術でして、これに関し

ては産総研の御協力を大変頂戴をしてございます。これができますと土壌の中を連続的に、しかも



12 

 

通常の電気式のイオンセンサーは水分が必要なんですが、この半導体式は気圧成分を測定いたしま

すので、水についての条件設計が必要となりません。したがいまして、非常に利用範囲が広がると

いう可能性を持った技術でございまして、これについて引き続き産総研の御協力を頂戴しながら進

めていきたいと考えてございます。 

○波多野議員 ありがとうございます。省庁に属した国研が横でつながって大きな成果が出てくる

ということはすごくＢＲＩＤＧＥとして重要だなというように感じました。ありがとうございます。 

○篠原議員 それでは、そろそろ時間になりましたので、この議題はこれで終わらせていただきま

す。 

 どうもありがとうございました。 

○寺島顧問 ありがとうございました。 

○篠原議員 それでは、続きまして、４番目ですね、農業インフラに関する業務プロセス転換のた

めのデータ変換・統合の自動化技術とデジタルプラットフォームの開発について、御担当の方から

御説明をお願いいたします。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○堀領域長 それでは、農研機構の堀が説明いたします。 

 通し番号０１２を御覧ください。本研究の目的は、ＡＩ等を用いたデータ変換統合ツールの開発

によって、異なる様式で分散している農業インフラの情報を業務に使いやすい形に変換・統合して、

農業インフラデジタルプラットフォームを構築しまして、関係機関が円滑にデータを共有、活用で

きるようにすることです。 

 以後、このデジタルプラットフォームを農業インフラＤＰと呼びます。 

 ＢＲＩＤＧＥの終了時の成果としましては、農業農村整備事業の業務効率化を図るために、第一

に、異なる様式で分散して格納されているデータの統合。それから第二に、デジタルプラットフォ

ームの構築。第三に、ＳＩＰ３、スマートインフラによるインフラデータベースの共通基盤との連

携。これらに向けて農研機構のため池デジタルプラットフォームで３Ｄデータの効率的な共有方法

を提示しました。 

 ＫＰＩはいずれもクリアしております。一つ目としまして、農業インフラのデータを収集するモ

デル地区の選定、データ規格の策定、教師データの整理、教師データを用いたデータ変換・統合ツ

ールの要件定義を行いました。 

 二つ目としましては、農業インフラＤＰの設計、それからデータベースの構造様式を決定しまし

た。 

 三つ目としましては、国のシステムとの連携の検討、民間システムとの連携の設計、ため池等で

のデータ共有効率化の整理、それからインフラデータベースとの連携の検討体制の構築を行いまし

た。 

 今後の社会実装、普及に向けての課題は、農業農村整備事業等の各業務でいかに成果を円滑に活

用させていくかということになりますが、プラットフォームとデータ変換・統合技術の導入や活用

に関するマニュアルを作成して、それを用いた普及のための研修を実施すると共に、ビジネスモデ
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ルの確立を目指す予定です。 

 次に、通し番号０１３を御覧ください。本研究では、冒頭に申し上げたように、ＡＩ等を用いま

して、農業インフラの既存資料からデータの変換・統合を行うと共に、農業インフラＤＰを構築し

て、業務に使いやすい形でデータを格納、活用することです。 

 社会課題ですが、図の左の入力のところに示していますように、農業インフラの様々な既存資料

が地区内の国、自治体、土地改良区等の機関で分散して保存されておりまして、データを業務で活

用するには資料の収集とデータの前処理を都度手動で行う必要があり、多大な労力と時間を要して

いるということです。 

 そこで、真ん中の図で示していますように、これらの既存資料から業務に必要なデータを自然言

語処理や図面、空撮画像からの画像診断、こういったＡＩ技術を用いて抽出し、農業インフラＤＰ

に格納することで、図の右に示す国営農業農村整備事業やスマート農業に活用しやすくします。 

 先ほど申し上げましたように、Ｒ５年度のＫＰＩは全て達成しております。 

 一番主な成果としましては、データ変換・統合の要件定義を行い、農業インフラＤＰの設計を完

了して、テストシステムを構築しました。さらに、ため池を事例に、データ共有の実証試験を行い、

その効果を検証できました。 

 次に、通し番号０１４を御覧ください。上の図でデータ変換・統合についてもう少し説明いたし

ます。農業インフラの既存資料としては、設計資料等の報告書、それから図面資料、空撮画像など

がありまして、これらが国、自治体、土地改良区等で分散して保存されていて、様式も様々です。

今後、水利計算等の業務に活用するデータを抽出することを目的としまして、これらの資料からア

ノテーション等を行って教師データを作成し、自然言語処理、ＡＩＯＣＲ、画像診断等のＡＩ技術

を用いてデータ抽出を試みました。 

 その結果、一部手動の調整が必要であったり、教師データの追加を行う必要があるなど、自動化、

省力化に向けて課題が明らかになりましたが、おおむね抽出は可能であり、データ変換・統合に一

定の道筋をつけることができました。 

 次に、社会実装と出口戦略です。Ｒ５年度はシステムの要件定義と設計が終わった段階です。こ

れからシステム構築及び実装を行っていく必要があります。データ変換・統合技術を実装するには、

まずプラットフォームが必須ですので、今年度から来年度にかけて、農業インフラＤＰのプロトタ

イプを完成させる予定です。今年度は農研機構内の予算を獲得して、農業インフラのうち、排水路

系を構築していきます。次年度からは外部資金に申請しまして、採択されれば用水路系を構築して

いく計画です。その後、農業農村整備事業のデータの変換・統合に重点化して研究を継続し、大量

にあるデータを自動、半自動でデータ化する技術を開発する予定です。 

 今後、農水省等の外部資金へ応募し、採択されれば開発を継続する計画です。 

 また、出口戦略として、システム構築後マニュアルを作成し、農研機構及び外部機関で研修を行

って、成果を普及する計画です。 

 ビジネスモデルについては、この右下の図に示しますように、国、自治体、土地改良区と民間企

業をユーザーとして事業の中で活用していく計画です。当面は農研機構で運用し、将来的には国若
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しくは民間での運用を含めて検討しております。 

 以上で説明を終わります。 

○篠原議員 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明に対しまして御質問、御意見ございましたらよろしくお願いいたしま

す。光石議員、お願いします。 

○光石議員 ちょっと先の話になって申し訳ないんですが、ビジネスモデルといったときに、これ

のお客さんというのは、右に図がありますが、地方自治体と民間企業と両方という意味なんでしょ

うか。 

○堀領域長 はい、そのように考えております。 

○光石議員 ありがとうございます。 

○篠原議員 ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、どうもありがとうございました。 

○堀領域長 ありがとうございました。 

○篠原議員 それでは、続きまして、資料５番、建設材料・機械・監理プロセスでのＣＯ２排出削

減効果の定量化等による建設分野のＧＸの推進について、御担当の方から説明をお願いいたします。 

○福田所長 それでは、昨年度１年間の研究期間で採択を頂きました課題、建設材料・機械・監理

プロセスでのＣＯ２排出削減効果の定量化等による建設分野のＧＸの推進につきまして、最終評価

を報告させていただきます。 

 私は、国土交通省国土技術政策総合研究所の所長の福田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、資料の通し番号０１５をお開きください。背景・課題と本施策の目的でございますが、

建設現場におけますＣＯ２の排出量は我が国の全排出量の約１割強を占めております。このため、

サプライチェーンを含めた建設、それから維持管理段階全体を通して、脱炭素化の取組を進めてい

くことが求められております。しかしながら、それぞれの建設工事から排出されるＣＯ２の削減効

果の評価手法というものが大手のゼネコン各社の先進事例では、その算定の対象がバラバラであっ

て、必ずしも統一されていないという問題が指摘されておりました。そこで、統一的、定量的な把

握手法を策定することを本プロジェクトの目的とした次第でございます。 

 今回のＢＲＩＤＧＥの成果といたしましては、その排出量の算定マニュアル原案を策定したとこ

ろでございます。 

 ＫＰＩの達成状況でございますが、この算定対象といたしまして、土木工事工事費積算要領及び

基準の運用の適用工事を対象としております。 

 実際の工事現場の調査を踏まえて、当初の目的どおり、建設工事の算定マニュアル原案を策定を

いたしました。 

 もう一つの成果といたしまして、建設機械に関しましても、電動の建設機械、電動建機の定量的

な評価手法がなかったため、このガイドラインの素案も策定した次第でございます。 

 なお、外部有識者の方からも、令和５年のＢＲＩＤＧＥによって建設分野の施工段階でのＣＯ２
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排出量を算定する統一的な手法として、算定マニュアルが策定されたことは評価できるという御意

見を頂いているところでございます。 

 今後の実装、普及に向けた措置につきましては記載のとおりでございますが、その次のページ、

通し番号０１６で詳しく説明をさせていただきます。次のページをお願いいたします。 

 ＢＲＩＤＧＥ終了後の出口戦略でございます。令和５年度ＢＲＩＤＧＥの成果といたしまして、

算定マニュアルの原案、それから電動小型バックホウのガイドライン（案）等の策定を行いました。

いずれも国際ルールや我が国の環境省の設定したルールに従った内容でございます。 

 この成果を基に、今年度令和６年６月に二つの技術資料を公表しております。その次の次ページ

の通し番号０１７に記載している二つの資料でございます。一つが、電動建機活用時の二酸化炭素

排出削減量の試算方法に関するガイドライン（素案）。もう一つの資料が、インフラ分野における

建設時のＧＨＧ排出量の算定マニュアル案でございます。 

 さて、これらの成果を活用した今後の出口戦略でございますが、通し番号０１６に戻っていただ

いて御説明をいたします。出口戦略の流れは大きく二つございます。一つ目は、ＧＸ建設建機、い

わゆる電動建設機械の導入を促進する取組でございまして、通し番号０１６の青い四角の流れでご

ざいます。一番下の段に社会実装の矢印がございますが、令和５年度にＧＸ建設建機の認定制度と

いうものを国交省で創設をしております。令和６年度からは認定されたＧＸ建設機械を購入する際

に補助を行う導入支援補助制度を開始したところでございます。これは、同じクラスの従来型のい

わゆるエンジンを使った建設機械との差額の３分の２の額又は充電機械の２分の１の額を国が補助

する制度でございます。令和６年度でもう既に４７件の申請が来ており、２億円弱が認定をされて

いるところでございます。これは、建設工事の中の建設機械にフォーカスした出口戦略というふう

に考えております。 

 もう一つの出口戦略につきましては、工事全体を対象としたもので、ピンク色の四角の流れでご

ざいます。令和６年度にマニュアル案を公表したと先ほど報告いたしましたが、現在各地方整備局

でやっております試行工事、全国で九つの工事を対象にこのマニュアル案を活用してＧＨＧの排出

量を試算し、発注者、受注者の意見を聞いて、現在のマニュアル案をより現実に即したものとなる

よう、これから精査を行うところでございます。 

 令和７年度に向けては、このマニュアル案の案が取れたマニュアルの完成版を作って公表をする

予定でございます。これらは国交省の予算で実施する予定としております。 

 ただし、この算定のマニュアルというのは飽くまでも統一的な計算方法については示しておりま

すが、新たに開発された新技術、若しくは今ないこれから新しく出てくる新技術につきましては、

それぞれ排出原単位というものが必要となってまいります。例えば、新しいメカニズムで二酸化炭

素を吸収するコンクリートが開発されたような場合に、どのような使い方をすれば、例えば１立米

当たりどれだけの二酸化炭素を吸収するのかという新しい基礎となるデータが必要となってまいり

ます。このため、カーボンニュートラルに関する新技術の排出原単位を取りまとめたデータベース

とサンプルデータの策定を、令和６年、７年度のＢＲＩＤＧＥ予算を頂いて今行っているところで

ございます。算定マニュアルと原単位、データベースが令和７年度末にそろうことによりまして、
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令和８年度から本格運用開始を想定しております。現行基準類への反映や新規の策定等によって、

低炭素技術を適切に評価、活用するための仕組みを構築し、例えば排出削減効果が一定以上の効果

には評価に加点をするようなことを今後検討してまいりたいと考えております。 

 こうした取組を通じて、ＧＸに資する取組へのインセンティブを付与し、建設分野のＧＸ化を進

めて、２０５０年のカーボンニュートラル実現につなげていこうという戦略でございます。 

 以上、本課題につきましては１年で当初の目標を達成して終了いたしました。残る課題につきま

しても、令和６年、７年のＢＲＩＤＧＥ予算並びに国交省の予算で引き続き取り組んでまいります。 

 以上が最終報告でございます。よろしくお願いいたします。 

○篠原議員 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に対しまして御質問や御意見がありましたらお願いいたします。光

石さん。 

○光石議員 御説明ありがとうございます。 

 このマニュアルというかガイドラインは、いわゆるスコープ１、２、３の全てが入っているんで

しょうか。 

○福田所長 はい、入っております。ただ、これは飽くまで建設をするところまでの話で、その後

の管理の話については、いわゆる維持管理の部分までについてはこれからの課題となっております。 

○光石議員 ありがとうございます。 

○篠原議員 梶原議員、お願いします。 

○梶原議員 削減量の算定については、日本だけではなくて、国際的にいろいろなハーモナイゼー

ションというか統一化していくところもあるかと思います。、このマニュアルに対して、各施工業

者さんの反応や、これからのようですが海外に対しての展開をどのようにお考えになっていらっし

ゃるか教えてください。 

○福田所長 一応海外のルールも参考にしてこれらの算定案は策定をし、また環境省で提示してい

るルールも踏襲しておりますので、そういう意味では海外との比較もこれを使ってできるというよ

うに考えております。 

○梶原議員 分かりました。そうしますと、このマニュアルはこれまでそういう統一的なものがな

かったので、日本の中で統一的に削減の量を算定できるように容易にするための一つのリーディン

グというもので、動機づけも含めてのやりやすさを提示するものという理解でよろしいですか。 

○福田所長 はい、さようでございます。これまでも各社がそういう技術を持ってやっていたんで

すが、それぞれ各社バラバラで算定をしていたものですから、統一の物差しを作ってあげることに

よって、各社が技術開発をするための環境を整備したというように言えると思います。 

○梶原議員 ありがとうございます。 

○篠原議員 ほかよろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。これで本件はおしまいにいたします。 

 続いて最後ですが、資料６のＳＩＰ３期の成果のＡＳＥＡＮ地域等への早期の展開を念頭に置い

たイノベーション・エコシステム形成事業について、御担当の方からお願いします。環境省さん、
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よろしくお願いします。 

○近藤室長 環境省でリサイクル推進室長をしております近藤と申します。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 今御説明ありました資料につきまして御説明申し上げます。資料の方は通し番号で１８というよ

うに伺っておりますので、そちらを御覧いただければと思っております。 

 今回の事業につきましては、ＳＩＰの方で第３期で採択いただきましたサーキュラーエコノミー

システムの構築というものに関連をしております。こちらの方はＥＵの方で自動車を製造する際に

は使用するプラスチックうちの一部に再生材を使っていかなければならないというような規制が今

議論されているところでありまして、それに対応すべく国内メーカー、完成車メーカー、部品メー

カーが廃棄物から再生プラスチックをどう使っていくのかということを複数の、十幾つの課題で今

検討を進めているというところでございます。 

 具体的には、国内でいきますと、製品プラスチック、製品から出てくるプラスチックと、あるい

は容器包装、こちらの方で集まってくるプラスチックをどう使うかというようなことを、プラスチ

ックの質的な面も含めて検討が進んでいるんですが、これに合わせて量的に足りないことも見込ま

れますので、ＡＳＥＡＮ地域からのプラスチックもこれに活用できないかということで、プラスチ

ックの物性情報とか、その地域での廃プラスチックの収集状況といったものも調査をしようという

ことが今回のこのＢＲＩＤＧＥ事業の眼目になってございます。 

 具体的には、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、シンガポールの５か国においてプラ

スチックの再生材を実際に収集いたしまして、これを東北大学のナノテラスの方で分析をいたしま

して、その物性を含めたものと一括として評価をしていく。その結果をもって実際に再生材を使っ

ていくに当たってのグレーディング、再生材ですので、いろいろな不純物が混ざったりしておりま

すので、そういうものをある程度の幅に抑えるようなグレーディングでありますとか、あるいはど

こ由来の廃棄物なのかといったことを情報として一括して集めて、これを使用する側に提供してい

くといったような形でシステムを組んでいきたいと思っております。 

 実際の各国での調査につきましては非常にいい結果が得られておりまして、実際に廃プラを集め

てくるような地域の法体系、市場動向といったことに加えまして、特にタイにつきましてはその物

性情報につきましても国内のものと遜色ないような非常にいい質のプラスチックということで結果

が得られておりますので、こういうものを活用しながら、国内のものと合わせて今後ＳＩＰの事業

の方の物性情報と合わせて、またさらに自動車への適用可能性について検討を深めてまいりたいと

思っております。 

 具体的な部分は環境再生保全機構の方から補足をしていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○環境再生保全機構 ＥＲＣＡの福山でございます。海外ペレットの物性データの収集ということ

で、今回ＡＳＥＡＮ５か国、７種の再生材を集めております。ＳＩＰでは東北大学のナノテラスで

国内の再生材ペレットを計測しておりますが、同じ施設で物性データを収集しております。 

 その結果が通し番号１９番でございまして、右の方に集めてきた海外ペレット、またバージン、
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国内のペレットでございます。国内８種の再生材とバージン材４種、ＡＳＥＡＮのそれと合わせま

して１９種ポリプロピレンについて物性データを収集しております。軟Ｘ線で小角散乱実験を行っ

ておりますが、その結果が左の図の方でございまして、中に異物がございますと散乱強度が高くな

るという特性がございますので、国内の容リのペレットについてはこのように明るくなっておりま

すが、今回タイから集めました再生材については異物が少ないということが分かっております。今

回、タイとシンガポールから集めてきたものについてもこのように高い特性データが得られている

という形でございます。 

 続きまして、通し番号２０番でございますが、今回ＳＩＰで取り組んでおります再生材データバ

ンクの具体となります。右の方に彩度とか引っ張りとか曲げとか１８種類の物性データを集めまし

て、それを用途別にマッピングをしております。 

 真ん中の中段のところにＡ領域の特徴ということで、Ａ５は高延性グレードからＡ１の高流動性

グレードというようになっておりますが、自動車で多く使われているのはＡ２とかＡ１というもの

になります。 

 左のマッピングの下の方に赤枠で二つ囲っておりますが、バージンのポリプロピレンと比較して、

シンガポール、あとタイについては非常にグレードが高いということが分かっております。 

 右の方にはＢ２がございますが、こちらのグレードについては物性において大分差があるという

ことでございまして、こちらの方につきましてはＳＩＰの中で物性を上げるという取組もＳＩＰで

継続して取り組んでいるところでございます。 

 本年度はＢＲＩＤＧＥについては１年で終了いたしまして、これをＳＩＰの方で取り組むように

という御指示ございましたので、本年度公募を行いまして、継続的にこの課題には取り組んでおり

まして、海外の再生材の収集とそれを東北大のナノテラスで計測して自己組織化マップを用いて物

性・構造相関分析を継続して行ってまります。 

 既に１，４００ほどサンプルデータの収集を終了しておりまして、ＳＩＰのＫＰＩとしては１万

データを集めるということにしておりますが、順調に進んでいるところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○篠原議員 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対しまして、御質問や御意見いかがでしょうか。これはちょっと前

に伊藤先生から御紹介があったＳＩＰ３の中でやってるのの一部というか、それの海外の再生材を

評価するというのがこのＢＲＩＤＧＥの役割です。 

 では、光石先生。 

○光石議員 単純な質問なんですが、通し番号２０の左下にある図の縦軸、横軸というのは何なん

でしょうか。 

○福山理事 特に縦軸、横軸というのがあるのではなく、高延性グレードやフィルムグレードなど

グレード別にマッピングをしているというところでございまして、右の１８の物性データにおける

パラメータを二次元の表に落とし込んでいったというような形で理解していただければと思います。 

○光石議員 ありがとうございます。 
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○篠原議員 ほか御質問や御意見いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、この報告はこれで終了いたします。 

 どうもありがとうございました、環境省の皆さん。 

 それでは、以上をもちまして、公開議題を終了いたします。 

 

以上 


